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休日救急日

11日  18日  19日
23日  25日

２日 ９日

９ 月

10 月

休日救急診療センター
（国保川西診療所）

TEL  ７６８−２０３４

津南病院担当医週間表 （９月～）　TEL765－ 3161

内　　科 糖尿病・
生活習慣病

内科
外　科 整形

外科 小児科 耳　鼻
咽喉科 眼　科 泌尿

器科第一 第二 第三

月 林
院長

大庭
（総合診療内科） 半戸 馬場 古田   

火 林
院長

佐野
副院長 阪本 森田

（心・血管外科） 半戸 櫻井  第1・3･5 大野
 第 2 ･ 4 牧田

水 交替制 村山
  第1 西村 

第2〜5
佐野副院長

宮崎 赤司 原山 工藤

木 沼田
（呼吸器内科）

山﨑
（循環器内科）

佐野
副院長 井上 大石 倉

くらわき

脇

金 林
院長 村山 川嶋  第 1 ･ 3 小川

 第 2・4・5青 木 羽
は

山
やま

宮田 飯田 本
ほんざわ

澤

土   第1・2･3･4 交替制
 第5    休診   

日曜
休日 外来診療は休診（急患は日当直医師が対応）

内視鏡
検　査

 月岡
大庭

松平

外科医

交替制
第１

林
院長

第３
大谷
第２

佐野
副院長

第４
休診
第５

① 診療の受付時間は「午前８時～ 11時 30分」です。
② 熱のあるかたや、風邪症状のあるかたは、事前にお電話でご連絡ください。
③ 工藤医師の眼科外来は「午前 11時」で受付終了となります。
④ 眼科の「コンタクト外来」は金曜日に行っています。（受付は午前 11時までとなっております。）
⑤ 予約の変更は、平日の午後、予約日の２日前までにご連絡ください。
⑥ 受付時間外で緊急に診察が必要な場合は、来院前にご連絡ください。
⑦ 休診等の場合は、広報無線でお知らせします。
津南病院ホームページ：https://tsunan-hospital.jp/

糖尿病
生活習慣病内科（ ）

秋の全国交通安全運動週間
「夕暮れ時  早めのライトで

防ぐ事故」
　秋は夕暮れの早まりと行楽期が
重なることから交通事故が多発し
ます。交通ルールを守り、正しい
交通マナーを習慣付け、交通事故
を防止しましょう。
■運動期間
　９月21日㈬～９月30日㈮
■交通死亡事故ゼロを目指す日
　９月30日㈮納期限（口座振替日）　９月30 日 ㈮

▼介護保険料普通徴収 （第６期）

▼後期高齢者医療保険料 （第６期）

▼国民健康保険料 （第４期）

▼水道使用料 （第３期）

▼下水道・農業集落排水施設使用料 （第３期）
※納税を口座振替に変更したいかたは、
町内の金融機関で手続きをお願いします。
※役場で直接納付するかたは、できる限り
おつりのいらないようお願いいたします。

９　月 の 納 税
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イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

　
　
　
　
説
明
会
の
開
催

長
岡
労
働
相
談
所

　「
出
張
労
働
相
談
会
」

　
　
　
　
　
　
　
の
開
催

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　  

津
南
町
事
務
所

　
　
　
　
　
　   

会
員
募
集

公益財団法人新潟県市町村振興協会

　

十
日
町
税
務
署
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
導
入
に
向
け
て
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

説
明
会
は
、
午
前
、
午
後
の
２
回
開
催
と
し
、

い
ず
れ
も
説
明
会
終
了
後
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発

行
事
業
者
の
登
録
申
請
手
続
き
に
つ
い
て
の

相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

■
説
明
会
の
概
要

　【
午
前
の
部
】

　

主
に
今
ま
で
消
費
税
の
申
告
を
行
っ
て

い
た
法
人
及
び
個
人
の
か
た
（
課
税
事
業

者
）
に
向
け
た
説
明
を
行
い
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
一
般
的
な
内
容
に

つ
い
て
の
説
明
を
行
い
ま
す
。

　【
午
後
の
部
】

　

主
に
今
ま
で
消
費
税
の
申
告
を
行
っ
た

こ
と
の
な
い
法
人
及
び
個
人
事
業
者
の
か

た
（
非
課
税
事
業
者
）
に
向
け
た
説
明
を

行
い
ま
す
。

　

消
費
税
の
基
本
的
な
仕
組
み
か
ら
知
り

た
い
か
た
に
向
け
た
説
明
と
な
り
ま
す
。

■
日
　
時　

①
９
月
21
日
㈬

　
　
　
　
　

②
９
月
28
日
㈬

　
　
　
　
　

③
10
月
４
日
㈫

　
　
　
　
　

④
10
月
20
日
㈭

　

い
ず
れ
の
日
程
も
次
の
時
間
で
行
い

ま
す
。

　

午
前
の
部　

午
前
10
時
～
11
時

　

午
後
の
部　

午
後
３
時
～
４
時

■
開
催
場
所
等

　

十
日
町
税
務
署　

１
階
会
議
室

■
お
申
し
込
み
先
・
お
問
い
合
わ
せ

　

会
場
の
都
合
に
よ
り
定
員
を
20
名
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
参
加
を
希
望

す
る
か
た
は
、
電
話
に
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　

十
日
町
税
務
署
・
法
人
課
税
部
門

　

℡
７
５
６
‐
６
０
０
３

　
（
法
人
課
税
部
門
直
通
）

　

長
岡
労
働
相
談
所
で
は
「
出
張
労
働
相
談

会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
「
退
職
を
認
め
て
く
れ
な
い
」、「
パ
ワ
ハ

ラ
を
受
け
て
悩
ん
で
い
る
」
な
ど
の
労
働
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
事
に
労
働
相
談
所

職
員
が
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。
雇
用
側
の
相

談
等
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
事
前
予
約
制

と
な
り
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

■
日
　
時
　

10
月
４
日
㈫

　
　
　
　
　

正
午
～
午
後
３
時

　

※
９
月
30
日
㈮
ま
で
に
新
潟
県
労
働
相
談

　

所
へ
ご
予
約
願
い
ま
す
。

■
会
　
場　

　

津
南
町
役
場
３
階
第
１
委
員
会
室

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
さ
ま
ざ
ま

な
業
務
で
会
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
が
、

特
に
左
記
の
業
務
に
従
事
す
る
会
員
が
不
足

し
て
い
ま
す
。
60
歳
以
上
で
健
康
な
か
た
は

誰
で
も
就
業
可
能
で
す
。

■
募
集
業
務

 

・
遺
跡
発
掘
調
査

 

・
施
設
管
理
宿
直
業
務
（
福
祉
施
設
関
係
）

 

・
施
設
内
清
掃
業
務

 

・
草
刈
り
、
草
取
り
（
農
業
関
連
業
務
）

■
お
問
い
合
わ
せ

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
津
南
事
務
所

　

℡
７
６
１
‐
７
６
７
６

■
お
問
い
合
わ
せ

　

新
潟
県
長
岡
労
働
相
談
所

　

℡
０
２
５
８
‐
３
７
‐
６
１
１
０

　
（
労
働
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
）
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　自転車が関係する交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安心して暮らすことので
きる社会を実現するため、令和4年4月1日に「新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する
条例」が施行されました。
　この条例により、同年 10 月 1 日から自転車利用者が自転車損害賠償責任保険等に加入する
ことが義務となります。全国的には、自転車利用者が加害者となり１億円近い高額な損害賠償を
求められた事例も発生していますので、万が一の事故に備え、自転車損害賠償責任保険等に加入
しましょう。
　また、定期的に自転車の点検及び整備に努めるほか、利用時には乗車用ヘルメットを着用し、
交通ルールを順守するなど、自転車を安全で適正に利用しましょう。

■自転車損害賠償責任保険等加入状況をチェックしてみましょう

■お問い合わせ　新潟県　総務部　県民生活課　交通安全対策室　　℡：025－280－5136

自転車利用中の事故により他人にけがをさせてしまった場合などに備えて、相手の生
命または身体の障害を補償できる保険等（自転車損害賠償責任保険等）に加入してい
ますか？

自動車保険、火災保険、傷害保険のいずれかに加入していますか？

共済、各種団体保険（職場や学校のPTA棟で加入する保険）のいずれかに加
入していますか？

利用する自転車には「TSマーク付帯保険」がついていますか？
※有効期間に注意

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

わからない

わからない

わからない

わからない

わからない

わからない

自転車損害賠償責任保険等
に加入しています。
※補償内容（賠償責任補償額や示
談交渉サービスの有無等）が十
分であるかをご確認ください。

ご加入の保険会社などへ補
償内容をご確認ください。

※未加入または相当する補償がな
い場合には加入が必要です。

自転車損害賠償責任保険等
への加入が必要です。
※保険等の重複加入にご注意くださ
い。ご家族等にも保険等の加入状
況についてご確認ください。

自転車の加害事故による損害賠償を補償する基本補償または特約がついていま
すか？※特約の名称は、個人賠償責任補償特約、日常生活賠償特約など、保険
会社によって異なります。

クレジットカードはお持ちですか？

10月1日から自転車保険への
加入が義務化します
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◎
利
用
の
た
め
に
…
　
■
こ
の
マ
ー
ク
は
行
事
等
の
名
称
で
す
。
H
会
場
、 


時
間
、 


内
容
、 


対
象
者
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。

●
日
程
時
間
等
に
変
更
が
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
広
報
無
線
を
よ
く
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

※物損事故は含まない。

発 生 件 数 負 傷 者 数 死　 者　 数
本　年 前　年 増減数 本　年 前　年 増減数 本　年 前　年 増減数

県　内 1,698 1,752 -54 1,954 1,975 -21 30 30 0
津南町 3 2 1 2 2 0 1 0 1

津南町交通事故発生状況（令和4年1月1日～8月25日現在）

■高齢者健康相談は毎週火曜と金曜 午前 10:00 ～ 11:30 まで、そだき苑で行っています。
■心 配 ご と 相 談は第１・３・５木曜 午後  1:00 ～ 4:00 まで、社会福祉協議会で行っています。

10
（土）

■秋季企画展「苗場山麓1,800万年の軌跡」（9／3～10／23） 
Hなじょもん

■津南町「あいさつの日」

11
（日）

12
（月）

■第３回津南町議会定例会（9／8～9／17）H役場議場 午前
10：00～

■幼児健康診査 H保健センター 個別通知に記載 R3.1.1～
R3.2.28生、H31.4.1～Ｒ1.5.31生

13
（火）

14
（水）

■期間限定マイナンバーカードの「申請時来庁方式」開設日
　H役場１階 午前9：00～正午、午後1：00～7：00
■法律相談（要予約）H役場3階 午後1：30～3：30

15
（木）

■年金相談（要予約）H役場３階 午前10：00～正午、午後1：00
～4：00

■ことばのキャッチボール H文化センター 午後1：30～3：00

16
（金）

17
（土）

18
（日）

19
（月）

■津南町「育の日」

20
（火）

21
（水）

■乳がん・子宮頸がん検診 H保健センター 午前9：00～11：30、
午後1：00～3：00

22
（木）

■ことばのキャッチボール H文化センター 午後1：30～3：00

23
（金）

■第４回苗場山麓ジオパーク研究展（9／23～10／6） Hなじょ
もん

24
（土）

■令和２年度成人式対象者記念イベント Hニュー・グリーンピ
ア津南 午前11：00～午後2：00

25
（日）

わが家の生活カレンダー
26
（月）

27
（火）

■認知症の人を支える家族の会「さくら会」 H文化センター3階
視聴覚室 午後1：30～3：00

28
（水）

29
（木）

■ことばのキャッチボール H文化センター 午後1：30～3：00

30
（金）

1
（土）

■津南シンポジウムＸⅧ 「苗場山麓ジオパークの防災を考える
～過去から現在、そして未来へ～」 H花とほたる 湯のさと雪
国 午後1：00～5：00

2
（日）

3
（月）

4
（火）

5
（水）

6
（木）

■ことばのキャッチボール H文化センター 午後1：30～3：00

7
（金）

8
（土）

9
（日）

■第36回津南町駅伝大会 H中津川運動公園 午前9：00～正午
■第41回町民ソフトボール大会 H中津川運動公園 午前8：30～

10
（月）

■津南町「あいさつの日」

▼９月

▼ 10月

■公民館・図書館　休館日


